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記載の料⾦に消費税はかかりません。 

 
□ 「海外データ放題（1 ヵ月）」提供条件書 
「海外データ放題（1 ヵ月）」（以下「本サービス」といいます。）とは、当社が定める条件を満たした場合に、本サービスが適用されたお客
さまが世界対応ケータイに対応しているiPhone又はスマートフォンで、⽇本国外におけるS!メール（MMS）及びウェブ等のパケット通信を、
所定の条件でご利用いただけるサービスです。 
 
■サービス内容 

【2026 年 12 月以降の当社が別途ご案内する⽇（当社ホームページでお知らせします）以降】 
・ お客さまの海外渡航時に当社ホームページ上に定める本サービスの対象の国・地域において S!メール（MMS）及びウェブ等のパケッ

ト通信が、追加料⾦なしで無制限にご利用いただけます。 
 
【2026 年 12 月以降の当社が別途ご案内する⽇（当社ホームページでお知らせします）まで】 
・ 「海外あんしん定額」の定額国 L のプランを、1 請求月あたり最大 31 ⽇（744 時間）まで 1 ⽇（24 時間）単位で選択の上、ご

利用いただけます。※ 
・ 本サービスの利用料は、後述する対象データプランの定額料に含まれます。「海外あんしん定額」の申込画面上は選択したプランに応

じた⾦額が表示されますが、別途料⾦を請求することはありません。 
・ 「海外あんしん定額」のご利用は「海外あんしん定額」専用 Web サイトへアクセスし、ご利用開始の手続きが必要です。 

※ 「海外パケットし放題」の適用期間中は、1 請求月の⽇数まで追加料⾦なしでご利用いただけます。但し当社が別途通知する法人のお客様は

除きます。 

 
■適用条件 

本サービスは、以下の全ての条件を満たすお客さまを対象にします。 
・ 「世界対応ケータイ」に加入していること 
・ 「データプランペイトク 2」又は「データプランテイガク無制限」（以下「対象データプラン」と総称します。）に加入していること 

※ データシェアプラスの親回線において対象データプランに加入した場合を含みます。 

・ 2026 年 12 月以降の当社が別途ご案内する⽇（当社ホームページでお知らせします）までに本サービスをご利用いただく場合、上
記に加えて「海外あんしん定額」にご加入いただくことが必要です。※ 
※「海外パケットし放題」適用中のお客さまも対象です。但し、当社が別途通知する法人のお客様は除きます。 

 
■終了条件 

本サービスは、以下のいずれかの条件を満たした場合、その条件が満たされた⽇をもって提供を終了します。 
・ 対象データプラン以外のデータプランへ変更した場合 
・ 「世界対応ケータイ」が解除された場合 
・ 契約者回線を解約その他の理由により終了した場合 （MNP 又は番号移⾏を含みます） 
・ 電話番号・メールアドレスお預かりサービスにお申し込みを⾏った場合 

 
■注意事項 
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 「データシェアプラス」にご加入中は、親回線で適用されているデータ（パケット）定額サービスが対象データプランである場合、本サービ
スがご利用いただけます。ただし、子回線では親回線に提供される本サービスはご利用いただけません。 

 海外でご利用の SMS 及び国際 SMS は、本サービスの対象外です。 
 当社指定の海外通信事業者へ優先的に接続の上、本サービスを提供する場合及び一部の海外通信事業者について、お客さまが接

続先として選択できない場合があります。 
 不正な目的で通信を利用した、または通信設備に不正な影響を与えたと当社または現地事業者が判断した場合、当該通信を⾏った

お客さまに対し、告知なく通信を停止する場合があります。 
 
■通信速度の制限等について 
 一定期間に大量の通信をご利用されるお客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。また、よりよいネットワーク品質を提供

するため通信毎にトラヒック情報の収集、分析、蓄積を⾏い、当社が別に定める通信において、制限を⾏う場合があります。詳細はこち
らでご確認ください。 
URL︓https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data̲traffic/  

 対象データプランにご加入のお客さまが⽇本国内又は本サービスの対象国・地域でご利用のデータ量（「テザリングオプション」及び「デ
ータシェアプラス」の子回線において利用されるデータ量を含みます。）が、前⽇までの直近 30 ⽇間で合計 300GB を超えた場合、当
社が当該超過を確認した時点から翌⽇ 0 時までの間、通信速度を送受信時最大 4.5Mbps に制限いたします。 
※ 本制御は⽇本時間を基準とします。 

※ 「海外データ放題（1 ヵ月）」を利用してお客さまが海外で⾏うデータ量は、2027 年春以降の当社が別途ご案内する⽇（当社ホームページで

お知らせします）から合算の対象に含めます。それまでは本制御に「海外データ放題（1 ヵ月）」の利用分は含みません。 

※ 「データシェアプラス」に加入し、又はこれを解除した場合、加入又は解除前に利用したデータ量はリセットされます。ただし、既に「データシェアプラ

ス」に加入しているお客さまが子回線を追加した場合等を除きます。 

※ 他のデータプランから対象データプランへ変更した場合において、前⽇までの直近 30 ⽇間に対象データプランと同様の通信速度制限を定めるデ

ータプランの適用期間が含まれるときは、当該期間におけるデータ量も含めて合算します。なお、2026 年 7 月 1 ⽇以降に利用したデータ量が合

算の対象です。 

※ 対象データプランのご利用時の通信速度制限の予告／開始はお知らせいたしません。 

 お客さまが、当社が確認した⽇を起算⽇として遡って 60 ⽇間で、35 ⽇以上本サービスをご利用されたことを当社が確認した場合、本
サービスでのご利用時の通信速度を送受信時最大 128kbps に制限いたします。当該制御後に、本サービスを通常速度でご利用い
ただくためには、お客さまが⽇本国内において、通話、データ等の当社の通信サービス（SoftBank Starlink Direct、JAPAN ローミン
グ、ソフトバンク Wi-Fi スポット及び副回線サービスを除きます）をご利用いただく必要があります。 
※ 本制御は 2027 年春以降の当社が別途ご案内する⽇（当社ホームページでお知らせします）から開始いたします。 

 一定期間内に著しく大量の通信を継続的に⾏い、機械的な通信と当社が判断した場合は、当該通信を⾏うお客さまに対して当社ホ
ームページ（https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data̲traffic/）で定めるところにより通信速度を制
限することがあります。なお、通信の切断は⾏いません。 

 
■お客様情報の取り扱いについて 
 当社は、システム保守のために必要最小限の範囲において、Mobileum Inc.（米国カリフォルニア州）及びその完全子会社である

Mobileum Technologies Pvt Ltd（インド）（以下「両事業者」と総称します。）に業務を委託します。両事業者は、お客さま識
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別子、サービス利用状況等のお客さま情報を取り扱う場合があります。 
 米国カリフォルニア州及びインドの個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会の調査結果をご参照ください。 

 米国カリフォルニア州（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california̲report.pdf） 
 インド（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/india̲report.pdf） 

 両事業者は、個人データの取扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措置と同水準の措置を講じています。 
 
■提供条件書記載事項の変更について 
・ 当社は、本提供条件書の記載事項を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の提供条件書の記載

事項によります。 
・ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページに掲載する方法、文字メッセージ（契約者回線又は当社電気通信設

備から送信された数字、記号及びその他文字等によるメッセージをいいます。）を配信する方法又は当社が適当と判断する方法にて事
前に通知します。但し、緊急性がある場合又はやむを得ない場合は、事後的に通知します。 

・ 最新の提供条件書は、当社ホームページ（https://www.softbank.jp）に掲載いたしますので、ご確認ください。なお、提供条件書
記載事項以外の部分については、4G 通信サービス契約約款及び５G 通信サービス契約約款の規定を適用します。また、詳細につきま
しては当社ホームページでも確認できます。 

 
更新履歴 

2026 年 6 月 2 ⽇作成 


